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 （１）原子力の研究、開発及び利用に関する政策評価について 

 （２）原子力の平和利用の担保に関する現状整理 

 （３）原子力の平和利用の担保に関する政策評価の今後の進め方 

 （４）その他 
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  資料第１号  原子力の研究、開発及び利用に関する政策評価について 

  資料第2-1号 原子力の平和利用の担保に関する現状整理 

  資料第2-2号 ＩＡＥＡ保障措置及び国内保障措置体制について 

  資料第３号  原子力の平和利用の担保に関する政策評価の今後の進め方について 

  資料第４号  原子力委員会 政策評価部会（第６回）議事録 

  参考資料第１号 政策評価部会の設置について 

  参考資料第２号 原子力の研究、開発及び利用に関する政策評価実施要領 

  参考資料第３号 原子力政策大綱に定めた安全確保に関する政策の妥当性の評価について 
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（近藤部会長）それでは、定刻になりましたので、原子力委員会の政策評価部会の第７回を開

催させていただきます。 

  本日の議題は、お手元の資料の一番上に議事次第があると思いますけれども、１つが原子

力の研究、開発及び利用に関する政策評価について、２つ目が原子力平和利用の担保に関す

る現状整理、３番目が原子力の平和利用担保に関する政策評価の今後の進め方と、ちょっと

議題風ではない議題が書いてあります。 

  若干の経緯をご説明申し上げますと、これまで第６回までこの部会は安全の確保に関する

施策の妥当性の評価を行ってまいりました。それの成果が、お手元の資料の一番最後に「参

考資料第３号」としておいてあると思いますけれども、「政策大綱に定めた安全確保に関す

る政策の妥当性の評価について」という報告でございます。で、今回からは、原子力の平和

利用の担保に関する施策の取組の評価について作業を行いたいと考えて、まずはということ

で、こんな議題を用意したわけでございます。 

  なお、先般の原子力委員会におきまして、政策評価部会では今後評価する政策分野ごとに

担当の専門委員を決めるということを、決めるという言い方はおかしいですね、お願いする

という言い方の方が丁寧かと思いますけれども、決めました。参考資料１はごちゃごちゃ書

いてございますが、これは以前の決定に、今申し上げたことを新たに追加して、決定紙とし

たものでございます。 

  しかし、本日はまだそういう意味での分野を限定した専門委員の方をお願いできている状

況にはございません。決めてからそれが実現するまで時間がかかるのが役所の常でございま

して、まだ、しばらく時間がかかるわけでございますが、平和利用の担保という評価分野に

ついては、本日ご出席の有識者の方を含む５名の方に専門委員としてご就任いただきたいと

考えているところでございます。これは専門委員の発令手続きが済み次第、正式に原子力委

員会で決定することにしているところでございます。 

  前置きはこれくらいにしまして、まずは本日有識者としてお招きしている方が何人かいら

っしゃいますので、ご紹介申し上げようと思います。 

  ウイメンズ・エナジー・ネットワークの浅田浄江さんです。 

  それから、新潟大学の田中亨教授です。 

  それから、核物質管理センターの内藤香専務理事です。 

  それから、専修大学の広瀬崇子教授です。よろしくお願いします。 

  事務局が用意した進行メモには、お一人ずつ自己紹介をお願いせよと書いてありまして、
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こんなことしていいのかなと思うけれども、よろしければ何か一言ご発言をお願いします。 

（浅田代表）ウイメンズ・エナジー・ネットワーク（ＷＥＮ）と申しまして、14年ほど前に

発足しました、女性たちでエネルギーを考えようというグループでございまして、その代表

を約７年前からさせていただいています。エネルギーの専門家と非専門家との通訳者という

んでしょうか、パイプ役としての活動をいろいろさせていただいています。よろしくお願い

します。 

（近藤部会長）ありがとうございました。 

（田中教授）新潟大学の田中でございます。私、新潟大学の国際センターの教授というのは昨

年の１０月からいたしましたが、それまで３３年半、民間におりまして、そのうちの２８年

はブラジルにおりました。そこで企業の経営をずっとやっておりまして、大学というところ

に戻ってきたら、国立大学はいろいろ変わっていて、民間の力をということだったので、私

は何ができるかわからないのでということだったんですけれども、１０月から国際戦略本部

というところで国際性を高めるという形でやっております。 

  今回、この委員に急に呼ばれて青天の霹靂で、何でかなと非常に戸惑っているので、どこ

までお手伝いできるかわかりませんけれども、どうかよろしくお願いいたします。 

（近藤部会長）よろしくお願いします。 

（内藤専務理事）内藤でございます。核物質管理センターというのは、我が国の核物質管理の

中核機関として財団法人として設立されまして、適切な核物質管理を行うことによって原子

力の平和利用と健全な原子力産業の発展に資するということで設立されております。後で詳

しくご説明しますけれども、核物質管理と言いますと、保障措置、それから、核物質防護等

がありますけれども、私どもはその分野で国際保障措置、それから国内保障措置の実施を支

援する機関として機能しております。 

  政策大綱につきましては、国際問題検討ワーキンググループの主査を拝命し作業をいたし

ました。ですから、政策大綱に示された方針が妥当かどうかという評価を受けるにあたって

は、自分がその策定作業の一端を担ったということと、ある意味では実施機関として俎上に

乗るということで、２つの意味で何となく被告のような気がいたしますけれども、そういう

認識で参加させて戴いております。よろしくお願いいたします。 

（近藤部会長）ありがとうございました。 

  広瀬さん。 

（広瀬教授）専修大学の広瀬でございます。私は国際政治、特にインドとパキスタンの政治外
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交を専門にしております。そのどちらも核保有国になりましたので、その関係でここにお招

きいただいたんだろうと思うんですが、原子力のことはあまりよくわかりませんで、むしろ

核政策の背景にある政治的あるいは国民感情といったような問題ならばある程度お手伝いで

きると思いますが、どこまでお手伝いできるのかわかりませんけれども、頑張りたいと思い

ます。よろしくお願いいたします。 

（近藤部会長）よろしくお願いいたします。 

  それでは、次に、配布資料の確認をお願いしたいと思いますが、その前に、もう既にお気

づきのようにこの会議は公開でございまして、市民の方が傍聴していると、そういう環境で

会議をさせていただきますので、ご発言等、別に意識しなくてもいいんですけれども、あち

らにお座りの方もわかるように多少声を大きめにお話しいただくといいのかと思いますので、

よろしくお願いいたします。実はそういう意味で一番出来が悪いのは私なんですが。 

  それでは、事務局から資料の確認をいただきましょうか。 

（中島補佐）それでは、事務局から本日御用意いたしました資料の確認をさせていただきたい

と思います。 

  資料第１号、「原子力の研究、開発及び利用に関する政策評価について」、資料第２－１

号、「原子力の平和利用の担保に関する現状整理」、資料第２－２号、「ＩＡＥＡ保障措置

及び国内保障措置体制について」、資料第３号、「原子力の平和利用の担保に関する政策評

価の今後の進め方について」、資料第４号、「原子力委員会政策評価部会（第６回）議事

録」、参考資料第１号、「政策評価部会の設置について」、参考資料第２号、「原子力の研

究、開発及び利用に関する政策評価実施要領」、参考資料第３号、「原子力政策大綱に定め

た安全確保に関する政策の妥当性の評価について」でございます。 

  資料に不備がございましたら、事務局までご連絡をお願いいたします。 

（近藤部会長）よろしゅうございますか。 

  それでは、議題に入ります。最初の議題は「原子力の研究、開発及び利用に関する政策評

価について」ということでございます。いわばこの会の設置趣旨にかかわることかと思いま

すけれども、これについて資料第１号を用いて事務局から説明いただきます。 

  よろしくお願いします。 

（牧野企画官）それでは、資料第１号の説明をさせていただきます。 

  はじめに、「原子力委員会の使命」と２ページに書いてございますけれども、我が国では

原子力基本法ということで、原子力の研究、開発及び利用を通じてエネルギー資源を確保、
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学術の進歩、産業の振興を図って、人類社会の福祉、それから、国民生活の水準向上に寄与

するという基本的な方針が示されております。それを進めていく上には、大前提として平和

目的と安全の確保、さらには、民主・自主・公開の原則に基づいて国際協力に資するという

ことでございます。 

  原子力委員会は、この基本方針を実施する上で原子力行政の民主的運営を図るために昭和

３０年代から設置されておりまして、原子力政策に関する企画、審議及び決定を行うという

責任を負っている機関でございます。この使命を果たすために、原子力政策大綱を昨年の１

０月に取りまとめをいたしまして、今後１０年程度の間に各省が推進する施策の基本的方向

性、それから、関係者への期待というものを示して、取りまとめた次第でございます。 

  ３ページでございますけれども、政策大綱がどのように取りまとめられているかというと、

初めに基本目標ということで４つの目標を掲げております。基盤的取組の整備、原子力安全

への一層の貢献、放射線の広範な活用、さらには、効果的・効率的な実現ということを基本

といたしまして、各分野における評価を踏まえて現状の認識をした上で、共通理念を整理し、

それぞれ具体的な取組の基本的な方向性、考え方を取りまとめたということでございます。 

  取りまとめた基本的考え方の分野につきましては、３ページの右の方に第２章から第６章

ということで、６章は評価でございますが、整理されております。その中の第２章の基盤的

活動の強化の中には、安全確保と並んで平和利用の担保ということが入っております。さら

に、第６章では評価を充実させるべきであるとなっておりまして、それが今般の政策評価部

会につながっているということでございます。 

  ４ページにまいりまして、原子力に関する活動の評価の充実という内容でございます。基

本的な考え方としては、原子力に関する国の施策は公共の福祉の増進の観点から最も効果的

で効率的であるべきだとしております。したがって、活動の評価の充実を図るべきというこ

とでございます。実際には政策の評価を政策に反映するＰＤＣＡ活動（立案、実施、評価及

び改善活動）の一環に位置付けて行う。それから、施策を継続的に評価して改善に努めて国

民にも説明をしていくということであります。それから、評価は、多面的かつ精力的にやっ

ていくことが重要であるという考え方が示されております。 

  その中で、原子力委員会としても、関係行政機関の政策評価の結果や、国民の意見を踏ま

えながら、自ら定めた政策の妥当性を定期的に評価をし、結果を国民に説明していくという

ことが、評価の充実の一部として取りまとめられた次第でございます。このため、政策評価

部会を本年４月に原子力委員会に設置いたしまして、実際の評価活動を始めたということで
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ございます。 

  先ほど部会長から、「まず、安全の確保について取りまとめましたが」というお話があり

ましたけれども、政策領域ごとに順次評価をしていくこととしております。平和利用の担保

につきましては、安全の確保に続きまして２回目のテーマということで、今回から評価して

いくものでございます。 

  以上が資料第１号の説明でございます。 

（近藤部会長）この委員会が何をするところかということについてご理解いただくための資料

でございますが、何かご質問がありましょうか。本来ならここにある平和利用の担保とは何

だと、何が決まっていて、何を評価すればいいかということをご説明しなければならないの

ですけれども、それについては資料３を用意していますので、後の方で改めてご確認いただ

きたいと思いますが、とりあえずこの会合の位置づけがこんなことであるということについ

てご理解をいただけたらと存じますが、何かご質問ございましたら。 

  よろしゅうございますか。 

  余計なことをいいますと、さっき内藤さんから自分で決めたものを自分で評価するという

のは何か居心地が悪いとお話があったのですが、それは原子力委員会も感じるところなんで

すけれども、自己評価、自分たちで決めたものを自分たちで評価してみるというのも大事で

す。ところで、原子力委員会は政策の基本方針は決めるけれども、実施機関ではないわけで

す。各省庁がそれを踏まえて自ら政策を立案実施していて、さらにそれを評価している。そ

こで、我々はそれを伺って我々が決めた基本方針が、うまく実施できる、実施するべきもの

を決めたのかと自ら反省するのがこの会合の仕事です。しかし、それは独断であってはいけ

ないので、有識者の方にも厳しい目でチェックをしていただきながら仕事をしていくという

ことでございます。基本は自己評価でございますが、そういう意味の客観性と言いましょう

か、他人の目は常に意識していたいと思っていまして、そういう点でご意見を承わることを

期待しているわけでございます。 

  よろしければ、次の議題に移りたいと思います。「平和利用の担保」というのはなじみの

悪い日本語なんですけれども、このことに関しての評価に入る前に、まずはこの分野でどん

なことがこれまでなされてきたのか、どんなことが決められてきたのか、つまり、この分野

の日本の原子力界の取組の過去、現在について総覧しておくことがよろしいかと思いまして、

それについて資料２－１号を用意いたしました。 

  これについて事務局からご説明いただきます。続いて、その中でもかぎを握るのが保障措



－6－ 

置、これが非常に重要なコンセプトというか、ツールになっておりますので、それについて

どのような体制でどんな対応がなされているか、その全体像について、特にご専門家である

内藤さんから資料を用いてご紹介いただくことを予定しています。 

  それでは、まず資料第２－１号から説明をお願いします。 

（牧野企画官）資料第２－１号につきまして御説明申し上げます。 

  １枚めくっていただきまして３ページでございます。こちらに我が国の原子力平和利用の

担保の枠組みということで、概要ではございますが、全体のイメージを整理させていただき

ました。 

  左上でございますが、我が国の基本方針としては、先ほど申し上げました原子力基本法に

基づき、平和目的に限って行っております。その下に書いてありますのは非核三原則という

ことで、核兵器を持たず、作らず、持ち込ませずという原則の下に活動しているということ

であります。右上には、国際的な枠組みを書いてございまして、ＩＡＥＡ憲章と、核不拡散

条約（ＮＰＴ）とがございます。 

  ＮＰＴは核兵器をこれ以上拡散させないことを目的とし、原子力の平和利用の権利も併せ

て規定しています。ＩＡＥＡ憲章につきましては、ＩＡＥＡは、国際的な原子力の利用推進

機関ということで、全世界における平和、保健及び繁栄に対する原子力の貢献を促進し、及

び増大するという目的とし、併せて軍事目的を助長するような方向で利用されないことを確

保するために保障措置についても行う機関としてございます。 

このような内外の枠組みの中で、我が国では、原子力の研究・開発は、平和の目的に限定

されなければならないということで、平和利用を担保しながら行っていくことになっており

ます。 

  それを実際に、どのようにしているかというと、左下の方でございますが、国内の規制の

枠組みを原子力炉等規制法の下に確保しています。平和目的の確認、計量管理、保障措置等

が規定されております。右下の方には、国際機関が監視（検認）するという制度がありまし

て、それもいろいろなレベルで、すべての核物質を対象にした保障措置、抜き打ち的な（Ｉ

ＡＥＡのアクセス範囲を拡大した）査察、あるいは、それらを統合したような保障措置が行

われているということであります。したがって、我が国では、国内規制の厳格な適用と、国

際機関による監視（検認）の下に、原子力の平和利用に係る担保がなされているというのが

全体の枠組みでございます。 

  次からは個別に御説明申し上げたいと思います。４ページでございますが、原子力基本法
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は１９５５年１２月に制定されまして、厳に平和の目的に限り原子力の利用を行うという基

本的方針を宣言したということになっております。これは基本法ですので、個別の許認可と

か手続は規制法に委ねており、基本的事項のみを示しています。下の四角は、第２条の基本

方針を抜粋したもので、「平和の目的に限り」ということが明示されております。 

  それから、民主・自主・公開という三原則と言われるものもここには書かれております。

「民主」という意味では、平和利用を担保するために民主的な運営の下に進められなければ

ならない。このために原子力委員会があるということであります。「自主」の部分は、他国

からの干渉によってゆがめられたり、支配されないというような自主的なもの、すなわち、

独立性の確保ということであります。「公開」という意味では、平和目的以外に向けられる

ことを抑制するという意味が込められております。 

  ５ページは参考ということでございます。ちょっと細かい字になりますけれども、どこま

でが平和目的に限るのかという議論が一時あったということであります。基本的には核兵器

の保持は原子力基本法により禁じられているという理解がされているわけでございますが、

用途としての原子力利用が一般化されているような場合、例えば燃料として核燃料物質を使

うようなものは、燃料として使った装置が兵器に関わるようなものであっても、直接、核燃

料が殺傷に使われるものではないので、そこまでは及ばない。これが一般化原則と言われる

ものであります。 

  次に、６ページでございます。国際的な枠組みのＩＡＥＡ憲章についてです。１９５３年

の国連総会でアメリカのアイゼンハワー大統領が“Atoms for Peace”という演説を行って

から、原子力の平和利用が進んだわけですが、１９５７年７月にＩＡＥＡ憲章が発効して、

ＩＡＥＡという国際機関が発足しました。現在、加盟国は１４０カ国に及んでおりまして、

機関としても大規模で２,２００名ぐらいの職員がいます。事業としては、平和利用に関す

る分野の事業とともに、先ほどの保障措置をやっているということでございます。 

  ７ページでございますが、こちらも参考ということで、ＩＡＥＡ憲章の批准をする際に幾

つか議論があったということで、簡単に御紹介をしてあります。①は、ＩＡＥＡ憲章批准の

意味は何かということで、国際機関を通じて原子力平和利用の研究及び開発のみならず、原

子力発電に関しても技術援助ないし所要燃料の提供を受けられるから、加盟の実益は少なく

ない、昭和３０年代でしたので、このような議論がなされております。 

  ②は、国際機関による査察と我が国の自主性の確保という観点については、軍事転用を防

ぐために査察を受けるというのは、原子力基本法の精神に合致するから、研究の自由がある
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程度制約を受けることはやむを得ない面がある。他には、国家間の平等性ということについ

ても議論がなされておりましたし、二国間協定におけるＩＡＥＡ憲章の内容の尊重というこ

とも議論がなされていたということであります。 

  それから、原子力軍事利用の制限の必要性ということですが、ＩＡＥＡ憲章の中で軍事利

用を制限することまではできないと。こちらは国連総会とかその他のところで核実験の抗議

などを継続してやっていきましょうという議論がなされていました。 

  最後は、国内法とＩＡＥＡ憲章と立入検査の整合性はどうなっているかということですけ

れども、国際的な義務を果たすという意味では国内法を制定して整備していきますと。両方

はちゃんと調和しているということであります。 

  次に８ページに移りまして、ＮＰＴということで核兵器の不拡散に関する条約でございま

す。内容といたしましては、核不拡散ということで、米、露、英、仏、中の５カ国を「核兵

器国」と定めた上で、それ以外の国への核兵器の拡散を防止するという枠組みであります。

一方、核兵器国は、核軍縮に努めるということであります。非核兵器国に対しては、原子力

の平和的利用は締約国の「奪い得ない権利」だと規定した上で、国際原子力機関の保障措置

を受諾する義務を課しているということであります。１９７０年に発効しておりまして、我

が国は１９７０年２月に署名し、１９７６年６月に批准しております。締約国は１８９カ国

になっておりまして、入っていない国はかなり少なく、インド、パキスタン、イスラエルな

どでございます。 

  ９ページも参考ということで、我が国のＮＰＴ批准に際していろいろな議論があったこと

を整理しております。①は、批准の意義ということで、核兵器を受領・取得しないことを国

際的に約束することによって、安全保障上あるいは国際関係の安定にも一層の貢献がなされ

るだろう、また、国際協力に参加する我が国の権利も確保できたということが議論されてい

ます。 

  それから、核軍縮の促進ということでは、核大国間の対話を中心に軍縮のための努力が行

われるということで、引き続き各国に強く呼びかけて軍縮に努めていくべしという議論であ

ります。 

  ③は、安全保障の関係でございまして、非核兵器国の安全保障の確保は必要なことで、我

が国について言えば米国との安全保障体制を堅持しながら、有効な防衛力を保持していくこ

とが重要であるという議論がなされています。一方、平和利用の面については平等な待遇を

確保することができたということであります。 
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  １０ページにまいりまして、国内の規制法でございます。原子炉等規制法では、原子炉を

設置しようとするときとか、使用済燃料の貯蔵とか、再処理事業をするときには許可を得な

ければならないと規制をしております。主務大臣は経済産業大臣だったり文部科学大臣だっ

たりするわけでございますが、施設が平和の目的以外に利用されるおそれがないと認めなけ

れば、許可はできないことになっています。さらには、平和利用の基準の適用については、

原子力委員会の意見を聴くということになっております。 

  １１ページにまいります。ここからは保障措置ということでございます。保障措置という

のは、核物質や核兵器、その他の核爆発装置に転用されていないことを検認するということ

でございまして、我が国では原子炉等規制法に基づく国内の保障措置制度を運用しておりま

す。さらに、ＩＡＥＡにも必要な情報を提供しているということであります。 

  保障措置につきましては、始めに御紹介がありました核物質管理センターの内藤専務理事

を有識者としてお招きしておりますので、内藤専務理事から詳細な御説明があると思います

ので、若干説明を省略させていただきまして、１８ページにまいります。保障措置について

は、保障措置技術の開発も併せて進められてきておりますので、そちらを説明させていただ

きたいと思います。 

  １８ページですけれども、いかに効果的かつ効率的に保障措置手法を確立するのかという

ことで研究開発を実施してきております。特に大型の再処理施設の保障措置については、総

合的な技術開発を進めてきたという経緯がございます。例えば、精緻な核物質の計量のため

の技術、あるいは、非立会検認技術といったものを開発してきた経緯がございます。さらに

は、環境サンプリング技術というような分析技術も開発しているということであります。 

  六ヶ所の再処理工場が来年には運転を開始し、操業ということでございますが、この施設

に対する保障措置について、国際的な枠組みで合意できる保障措置手法の検討、開発及び実

証という努力を重ねてまいりました。大型再処理施設保障措置検討会合を設置し、関係者が

一丸となって議論をして、最終的には六ヶ所の再処理はこういうやり方でやりましょうとい

うことで、施設附属書（ＦＡ）が合意に至ったわけであります。ＩＡＥＡにとっても、初の

大型商業再処理工場に対する保障措置の適用になるということで、かなり議論をしながら調

整をしてきたという経緯があります。 

  今後の取組についてということで、政策大綱でも高度な計量管理技術、あるいは、核拡散

抵抗性技術の開発を推進すべきだという旨が書かれております。 

  １９ページには、保障措置の関係の議論として、日米の再処理交渉を契機とした混合転換
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技術の開発について参考までに載せております。これは、保障措置か、査察とは直接関係し

ませんが、現在の日本原子力研究開発機構、旧動力炉核燃料開発事業団の東海再処理工場も

再処理を行う際に、日米原子力協定では米国産の核燃料を再処理する場合は個別に米国の同

意が必要という規定がございました。これを実際に遵守することになりますと、かなり煩雑

になるものですから、両国政府間で日米原子力協定に係る交渉が行われまして、かなり難航

した結果、新しいやり方を合意したということであります。 

  当初は２年間、９９トンまでの条件付きということで、個別同意ではなくて、その条件の

中で東海再処理の運転が了解されたということです。その後、混合転換技術を開発し、それ

をさらに、１９８１年の日米共同声明の中にも盛り込むことで、再処理の制約を撤廃すると

いう展開につながってきたわけであります。 

  この新しい混合転換技術というのは、プルトニウムが単体で抽出されない、接近が難しい

ような放射性物質と混じった形で取り出すという意味で混合転換技術と呼んでおります。こ

のような努力を経て、４.にあります新しい日米原子力協定の締結に結びつけ、六ヶ所の再

処理工場でも、長期的及び予見可能な方法で再処理実施の同意を得るという包括同意方式で

実施できるようになったという経緯があります。 

  次に、２０ページ以降は、透明性向上の取組について御紹介したいと思います。 

  ２１ページに全体の概要をまとめております。プルトニウム利用の透明性向上ということ

で、プルトニウムについては、今までの平和利用担保の枠組みの中で、平和目的以外には使

用されないことが、常に確認されてきております。この措置に加えて、プルトニウム利用に

対する国内的及び国際的な懸念を生じさせないという観点から、利用の透明性の向上を図る

ことで一層の理解を得る取組をしてきております。 

  真ん中より少し上に、プルトニウム管理状況の公表と書いてございまして、その下にはプ

ルトニウム利用計画の公表とございます。この２つの公表によって、透明性の向上を図って

いるということであります。プルトニウムの管理状況の公表につきましては、右に国際的な

枠組みと書いてありまして、プルトニウム保有量をＩＡＥＡに提出して公表するということ

を、ほかの８カ国、合わせて９カ国で取り組んでいるということであります。 

  個別に御説明したいと思います。２２ページですが、プルトニウム管理状況ということで

ございます。１９９４年から、我が国としてはプルトニウムの管理状況を公表してきている

という経緯がございます。さらに、プルトニウムを利用している関係国と議論を重ねながら、

「国際プルトニウム指針」を１９９７年に策定し、ＩＡＥＡを通じてそれぞれが保有してい
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る国内のプルトニウム量を共通の様式によって公表しようという取組もなされているところ

であります。 

  ２３ページでございますが、国内に保管中のプルトニウムの量ということで、再処理施設、

燃料加工施設及び原子炉施設における分離されたプルトニウムが何キログラムあるのかを示

しています。ここでは、合計で約５.９トンあります。 

  ２４ページは、海外に保有している量は、どのくらいあるのかということですが、約３７.

９トンあります。合計すると、日本としては約４３.８トンのプルトニウムを関係事業者等

が保有しているということになります。 

  ２５ページが今の表を少し分かりやすくしたもので、発電所で燃料として使われた使用済

燃料を再処理施設で分離しますけれども、ここで分離されたプルトニウムが、昨年度末の時

点では約０.８トンありました。さらに、そこからプルトニウムを燃料に加工するというこ

とで、燃料加工施設の段階では昨年度末には約３.７トンありました。それが燃料として、

製品として原子炉施設に持ち込まれるわけですが、原子炉施設で新燃料として保有している

のは約１.４トンでした。海外にも約３７.９トン保有しています、ということであります。

これが我が国のプルトニウムの管理状況ということで、今週の火曜日、５日に公表した数字

でございます。 

  もう１つは、プルトニウム利用計画の公表ということでございます。実際にプルトニウム

をどのように使うのかをより一層明らかにしていこうということで、平成１５年８月に原子

力委員会として、「我が国におけるプルトニウム利用の基本的な考え方について」を決定し

ております。この中で、電気事業者については、毎年度、プルトニウムを分離、回収する前

に、プルトニウム利用計画を公表することにしております。 

  この利用計画の内容としては、所有者の所有量と利用目的を示すということでございます。

今年に入りまして、六ヶ所村の再処理施設のアクティブ試験として、実際にプルトニウムの

抽出が始まる状況になってまいりました。これを踏まえまして、本年１月に電気事業者等か

ら、初めてプルトニウム利用計画が公表された次第でございます。 

  ２７ページでございますが、六ヶ所村の再処理で回収したプルトニウムを何に使うかとい

うと、ＭＯＸ燃料にしてプルサーマルに使うということでございます。ただ、利用時期は２

０１２年度以降ということで、それまでの間は再処理工場で貯蔵することになります。 

  それ以外にも、高速増殖炉等の研究開発のために、一部、日本原子力研究開発機構に譲渡

したり、大間の原子力発電所でプルサーマルをフルＭＯＸで計画している電源開発にも譲渡
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していくという計画になっております。 

  また、海外に所有しているプルトニウムにつきましては、各電気事業者が海外でＭＯＸ燃

料に加工することが予定されているわけですが、現状ではまだ具体的な計画になっておりま

せんので、その旨順次具体化していくということであります。 

  一方、日本原子力研究開発機構におきましても、東海再処理工場でプルトニウムを回収し

ておりますので、これは高速炉燃料に加工して、もんじゅとか常陽といった施設で利用する

ということであります。 

  ２８ページから３０ページにかけては、電気事業連合会がまとめて、電気事業者のプルト

ニウム計画を公表しておりますし、３０ページの部分は日本原子力研究開発機構が公表した

資料でございます。 

  ２８ページの電気事業連合会の公表の中では、電気事業者ごとにどのぐらいの再処理量、

所有量があるのか、利用場所はどこか、利用量としては年間どのぐらいの量かということを

示し、それを平成２４年度以降使うということを示しております。 

  最後の、３１ページでございますが、原子力委員会におきましても、プルトニウム利用計

画については、利用目的の妥当性の確認をしております。まだ詳細な利用計画を確定するに

至っていないということでありますけれども、常に最新の利用計画が段階的に詳細化されな

がら公開されていくという状況になりますので、そういう意味では透明性を高く保つことが

できます。 

  電気事業者が公表したプルトニウムの利用計画につきましては、原子力委員会といたしま

しては、現時点の状況を適切に示している、透明性向上の観点から妥当であるという見解を

示しております。それから、今後の進捗状況を注視していくこととしております。電気事業

者に対しては、取組の進捗に応じて利用目的の内容をより詳細なものにしていくことを期待

しております。また、利用計画の影響が懸念されるような事態が発生した場合には、利用計

画の見直しを行うことを期待しております。 

  一方、日本原子力研究開発機構の公表したプルトニウム利用計画につきましても、公表し

た利用目的は妥当であると考えております。また、進捗に従って順次詳細なものになること

を期待しております。 

  以上でございます。 

（近藤部会長）ありがとうございました。 

  それでは、引き続いて、資料２－２でしょうか、内藤さんからＩＡＥＡの保障措置等につ
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いてご説明をお願いします。 

  よろしくお願いいたします。 

（内藤専務理事）お手元の資料２－２に従ってご説明申し上げます。 

  まず保障措置、“safeguards”、必ず複数形なんですけれども、何かということですが、

核不拡散の分野以外でも“safeguards”という言葉は使うんですね。それは、輸出入の分

野で「safeguards条項発動」とか言いますが、これは国内産業保護のために輸入国が緊急

的にとる措置をいうわけです。しかしここでは「保障措置」というふうに日本語で訳してお

りますけれども、原子力の平和利用を確保するために、核物質が核兵器その他の核爆発装置

等に転用されていないことを検認するための措置のことをいっております。 

  その保障措置のタイプには幾つかありまして、それが時代とともに変わってきております。

それを１ページ目から２ページ目にかけてご説明しております。１つ目は、ＩＮＦＣＩＲＣ

／６６タイプと言われているものでございます。この後、「ＩＮＦＣＩＲＣ」という言葉が

たくさん出てくるんですが、これはＩＡＥＡが加盟国に対する情報提供の目的のために出し

ている文書で、一連の通し番号がついた文書の名称でございます。information・circular

という言葉の略というふうに承知しております。閲覧情報ということだと思います。そのう

ちの№６６がＩＮＦＣＩＲＣ／６６というものでございます。 

  そのほか、先ほどの国際プルトニウム指針も、番号はちょっと覚えておりませんが、ＩＮ

ＦＣＩＲＣ何番ということで公表されておりますし、例えば核物質防護のＩＡＥＡのガイド

ラインはＩＮＦＣＩＲＣ／２２５でございますし、機微な機器の輸出規制を自主的にやって

いるロンドンガイドラインというのがございますが、これはＩＮＦＣＩＲＣ／２５４という

ものでございます。 

  このＩＮＦＣＩＲＣ／６６というものはモデル協定でございまして、ＮＰＴ批准前の日本

もそのタイプに従って保障措置を受けていたわけですけれども、二国間原子力協定等に基づ

いて移転された、実際に受け取った核燃料物質等に対して保障措置がかかるものでございま

す。現在、ＮＰＴに入っておりませんインド、パキスタン、イスラエルがこれに従って保障

措置を受けております。したがって、その国にある核物質すべてではありませんで、移転さ

れたものだけにかかるというものでございます。 

  特徴といたしましては、核物質等の供給国が受け取った国における平和利用担保の措置と

して求めているものでございます。原子力協定では、普通は供給国が直接査察を行えるよう

な規定になっておりますが、実際に逐一、その国に行ってやるというのは大変ですので、②
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に書いてありますように、供給国、受領国とＩＡＥＡの間で、ＩＡＥＡに保障措置の実施の

役割を移管するという協定、これは三者間移管協定と言っておりますけれども、これを結ん

でおります。仮に三者間移管協定が機能しなくなったような場合には、供給国が直接受領国

を査察する体制に戻るという規定も盛り込まれております。 

  このタイプの保障措置の特徴といたしましては、もちろん提供された資機材のあるところ

には立ち入るわけですけれども、後で申し上げますＮＰＴ保障措置のように立入場所が限定

されてはおりません、どこでも行けるということでございます。それから、査察のタイミン

グも、査察側の都合でいつでも行けるということになっております。 

  次に、ＩＮＦＣＩＲＣ／１５３というものがございますが、これはＮＰＴに基づく保障措

置でございまして、現在、日本やカナダ、ドイツなどが受けているものでございます。先ほ

ど言いましたように、これは国内のすべての核物質に対して保障措置を受ける義務がござい

まして、別名「フルスコープ保障措置」とか「包括的保障措置」とも呼ばれております。Ｎ

ＰＴ締約国である非核兵器国に義務づけられているものでありまして、ＮＰＴが発効して以

来、二国間原子力協定で受領国に対してフルスコープ保障措置を要求するようになっていま

す。これはインドの１９７４年の「平和目的」と称する核実験以降そういう動きがございま

す。 

  対象は、その国が申告した核物質が核兵器に転用されていないということを検認するもの

でございます。ですから、申告された核物質だけが対象でございますけれども、保障措置の

アプローチを考えるにあたっては、その国に未申告の物質とか施設があるという前提で行っ

ています。これは後でご説明いたします。 

  それから、ＩＮＦＣＩＲＣ／１５３の場合には合意された箇所にだけ立入が可能です。こ

れは主要測定点、キー・メジャメント・ポイントなどとして規定されておりますが、そうい

ったところにしかＩＡＥＡの査察官は立ち入れないということでございます。それから、査

察の頻度も施設の規模、種類等によって年間の最大査察業務量が規定されております。 

  それから、定量的分析、核物質の計量管理が中心となった保障措置でございまして、さら

には施設ごとに、後ほど申します１有意量以上の移転はあったかなかったかという評価が中

心になってきます。 

  これに対しまして、それだけでは不十分ではないかという議論が起こりました。これはイ

ラクがＮＰＴのもとで秘密裏に核兵器開発をしていたことが発覚したためです。したがって、

申告されている核物質だけを見ていたのでは十分ではないのではないかということでござい
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まして、ＩＮＦＣＩＲＣ／５４０、追加議定書と呼ばれているものでございますが、既存の

保障措置協定に追加するという意味でAdditional Protocolというもののモデル協定がＩＡ

ＥＡで採択されております。これは繰り返しますが、未申告の核物質あるいは原子力活動の

探知を目的とするというものでございます。 

  実際にはＩＡＥＡによる情報と場所に対するアクセス権限を拡大するということでござい

まして、これまで核物質にかかわる情報しかＩＡＥＡに提供しておりませんでしたけれども、

核物質を使わないいろいろな原子力研究についてもＩＡＥＡに情報提供する、さらには、Ｉ

ＡＥＡは公開情報を用いてその国の原子力活動を評価するということでありまして、公開情

報などの分析・評価上ここがあやしいということになると、そこにＩＡＥＡが入っていくこ

とはあり得るということでございます。今までは核物質を扱っている場所にだけＩＡＥＡは

立ち入れたわけですけれども、公開情報あるいはその国の申告情報を基にここをさらに調べ

たいということになりますと、核物質を扱っていない場所にもＩＡＥＡは立ち入れるという

ものでございます。 

  したがいまして、今までは核物質に関する計量管理、いわゆる定量的な分析が中心であり

ましたけれども、情報の解析ということで、どちらかというと定性的な分析になっていくと

いうことでございます。また、ＩＮＦＣＩＲＣ／１５３、包括的保障措置では施設レベルが

中心でしたけれども、国全体としてどうか、国全体としての原子力活動の整合性といったも

のがチェックされることになります。 

  さらには、統合保障措置というものが次の段階であります。これは包括的保障措置と追加

議定書を融合最適化するものでございます。統合保障措置と言われるものは、ＳＡＧＳＩ、

私自身が委員を務めおりますＩＡＥＡの保障措置の実施に関するエルバラダイ事務局長に対

する諮問委員会ですけれども、そこでの議論としまして、追加議定書によるものも含め、Ｉ

ＡＥＡが利用可能なすべての保障措置手段の最適な組み合わせであって、与えられた資源の

範囲内で、ＩＮＦＣＩＲＣ／１５３第２条に規定するＩＡＥＡの権限と義務を履行する上で、

最大の効果と効率を達成するものと定義しています。 

  要するに、追加議定書と包括保障措置協定の両方があるわけですけれども、両方を単に重

畳してやるのではなくて、メリハリをつけて、疑いが晴れたような国に対しては、従来のＩ

ＮＦＣＩＲＣ／１５３による活動を削減できるだろうという観点からなされてきているもの

でございます。 

  包括保障措置協定のもとでは、先ほど言いましたように、未申告施設の存在を前提に保障
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措置パラメータ、後でご説明しますが、適時性目標というものがあります。それに基づいて

査察活動が決められているわけですけれども、未申告施設あるいは未申告の活動がないとな

れば、その前提を置く必要がなくなりますので、パラメータを変更して、査察業務量の削減

が可能になるというものでございます。 

  例えばＭＯＸ燃料については、従来は１カ月に一度、中間査察に行っていたものが、３カ

月に一度でいいとか、あるいは、使用済燃料も、これまで３カ月に一度中間査察に行ってい

たものが、１年に一度行けばいいというようなことでございます。 

  しからば、伝統的保障措置、いわゆるフルスコープ保障措置がどのようになされているか

ということでございます。先ほど保障措置の目的をご説明いたしましたけれども、適用しま

す具体的な保障措置手段、手続きの目的は何かと言いますと、そこに書いてありますように、

ＮＰＴ保障措置協定の第２８条でございます。「有意量の核物質が平和的な原子力活動から

核兵器その他の核爆発装置の製造のため又は不明な目的のために転用されることを適時に探

知すること及び早期探知の危惧を与えることによりこのような転用を抑止することにあ

る。」ということでございます。保障措置自体で転用を防止することはできません。しかし、

いつ探知されるかわからないということで転用を抑止することは可能であるわけです。 

  ここで重要な概念として、脚注にありますが、「有意量」ということと「適時性」、タイ

ムリーネスということがございます。有意量というのは、関連する工程を考慮した上で、１

個の核爆発装置の製造の可能性を排除しえない核物質のおおよその量ということで、ＳＡＧ

ＳＩの勧告等により決めておりますが、プルトニウムで８キロ、２０％以上の濃縮ウランで

２５キロ、含有されるウラン２３５の量ということで２５キロというような数字が決められ

ております。これに従って査察業務量が決まっていくというものでございます。タイムリー

ネスについては、先ほどＭＯＸと使用済燃料のところでご説明したような数字が決まってお

ります。 

  保障措置の手段としましては、大きく分けて２つあります。「核物質の計量」ということ

と「封じ込め／監視」でございます。「核物質の計量」が基本的な手段でございまして、

「封じ込め／監視」というのが補助的な手段でございます。 

  「計量管理」というのはどういうことかと言いますと、核物質収支区域、すなわち核物質

の量のバランスをとる区域を設定いたしまして、そこでの在庫、増減、出入り等を管理、チ

ェックしようというものでございます。実際には非破壊検査で核物質の量を測定するわけで

すけれども、バルクの形、いわゆる粉末とか溶液状のものについてはサンプルをとって破壊
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測定をして、核物質の量とか種類を確定しております。 

  さらには、年に１回、実在庫調査（棚卸し）を検認しております。そして、施設側に核物

質の所在、種類、在庫量、移動による増減などの記録、これは計量管理記録といっておりま

すが、それを保持させております。その記録をＩＡＥＡに提示させますし、在庫変動、実在

庫量については国経由でＩＡＥＡに報告させております。 

  「封じ込め／監視」は補助手段でございますけれども、これは核物質の保有量と移動の状

況を確認するために、核物質を容器に入れてその容器に封印をつける。もしも封印が破られ

ていなければ、前回確認した量はその容器の中に確かに入っているというもので、再度の検

認は要らないということでございます。それから、使用済燃料が使用済プールから、ＩＡＥ

Ａの関知しない間に、移動されているかどうかということをチェックするために、監視カメ

ラを使用済燃料ポンドに設置したりしております。 

  こういったもののほかに、実際に査察官が原子力施設に立ち入って査察を行います。その

中身としましては、記録と実際に報告されたものとの間で矛盾がないか、それから、員数勘

定とか非破壊検査、あるいは、先ほど言いました試料分析等を行いまして、申告されたとお

りの核物質がそこにあるかどうかをチェックいたします。それから、封印とか監視カメラの

結果をチェックいたします。さらには、そうした査察機器のメンテナンスを必要に応じてや

りますし、年に１回、実在庫量の検認を行います。 

  こういったことを通しまして、転用があったかどうかということを総合的に解析、評価い

たします。その結果は、査察を受けている当該国に報告がされますし、全世界的な査察実施

結果についてはＩＡＥＡ理事会に報告され、その概要が保障措置声明という形で公表されま

す。昨今問題になっておりますイランとかイラク、北朝鮮の問題も含めて保障措置声明の中

に言及されております。 

  以上が非核兵器国、とりわけＮＰＴ保障措置の概要でございますが、核兵器国に対しても

保障措置を受けさせるべきであるという議論がございました。それは、米、露、英、仏、中

の条約上の「核兵器国」は保障措置を受ける義務はない。そうしますと、商業上の不利益を

非核兵器国が受けるということがございます。そういった主張がございまして、ＮＰＴ上の

「核兵器国」、現在５カ国すべてがその一部の平和利用原子力活動に対して自発的にＩＡＥ

Ａ保障措置を受け入れるという枠組みができております。これはボランタリー・オファ・ア

グリーメントといっております。さらには、追加議定書については、アメリカとロシアは署

名しただけでまだ発効させておりませんが、そのほかの３カ国については追加議定書も発効
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させております。 

  そういったことで、核兵器国においてもＩＡＥＡの査察活動が行われております。２００

５年末時点におきましては、ロシアでは簡単なことしかやっておりませんが、それ以外の４

つの核兵器国では１１の施設でＩＡＥＡ全体として約１００回の査察が行われております。

現場の業務量としましては、約1,１００人・日ということでございまして、これはＩＡＥ

Ａ全体の査察活動の約７％にあたるものでございます。ロシアについては核物質の輸出入に

関する報告の評価のみ、すなわち、ロシアにこれだけの核燃料を輸出したという報告が非核

兵器国からありますと、本当にロシアにいったのかということをチェック（マッチング）し

ているということでございます。 

  それから、先ほどユーラトム並みということがＮＰＴ上批准のときに議論になったという

ことがございましたが、ヨーロッパでは１９５８年に欧州原子力共同体（ユーラトム）が設

立されておりまして、欧州として独自の保障措置制度を早期に確立しております。ＩＡＥＡ

と欧州原子力共同体の中の非核兵器国、ドイツなどとの保障措置協定では、ＩＡＥＡの査察

はユートラムの査察を観察することを基本とするという議定書があります。 

  核兵器国であるイギリス、フランスについても、ユーラトムの査察は平和利用の部分に限

定していますけれども、査察がかかっています。ですから、イギリスでいえばケーペンハー

ストの濃縮施設、フランスでいえばラ・ハーグの再処理工場にはユーラトムの査察がかかっ

ております。ただ、ＥＵが１５カ国から２５カ国に拡大したことで、財源的に従来どおりの

ことができるのかという議論がありまして、ユーラトムとＩＡＥＡとの関係の見直しが保障

措置の実施について行われている状況でございます。 

  我が国につきましては、先ほどご説明がありましたようにＮＰＴの批准、それから、これ

に伴うフルスコープの保障措置を受けるにあたりまして、平等の待遇、いわゆる「ユーラト

ム並み」を確保するということを基本方針といたしまして、我が国独自の査察を含む国内保

障措置制度を確立しております。 

  次のページの図はルーチンの業務の流れを簡略化して示したものでございます。詳細に申

しますと、二国間原子力協定絡みの、供給国との関係を含めまして外務省も関与しておりま

す。その状況を示したものが先ほど事務局からご説明のありました資料２－１号の１７ペー

ジの図でございますので、詳細はそちらを見ていただきたいと思いますが、この４ページの

図で見ますと、国内保障措置全体の具体的な実施に責任を持っておりますのは文部科学省で

ございまして、そこに原子力施設からＮＰＴの保障措置協定に基づく計量管理の報告、ある
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いは、追加議定書に基づく拡大申告が出されまして、それを当センターが指定情報処理機関

として電算処理できるような形にいたしましてＩＡＥＡに提供しているものでございます。 

  ＩＡＥＡと文部科学省の間の定期協議、あるいは、日常的な協議もございますし、先ほど

言いました査察結果の報告もＩＡＥＡから文部科学省に提供されるものでございます。ＩＡ

ＥＡとしましては、保障措置査察あるいは補完的立ち入りを、原子力施設あるいは追加議定

書で申告された場所に立ち入っているわけでございます。当センターは情報処理機関以外の

役割としまして、後ほど説明申し上げます保障措置検査の代行をしておりまして、保障措置

検査業務、それから、先ほど言いました原子力施設において、分析のために収去されます保

障措置分析用の資料の分析、それから保障措置関連の調査研究業務を政府から依頼されてお

り、それらを実施している状況でございます。 

  ４ページの中段には、我が国の保障措置実施活動の現状ということで、原子炉等規制法上

の区分に従いました施設の数と、それから、これはＩＡＥＡの査察業務量そのものではなく、

国の職員が実際にやっている業務量、それから指定保障措置検査等実施機関としまして、当

センターが実施している保障措置検査の実績が載せられております。 

  ＩＡＥＡは、国ごとにどれだけの保障措置業務を実施しているかというデータを公表して

おりませんので、当方は厳密な数を把握しておりませんけれども、ほぼ国の査察実績と、当

センター査察実績をあわせたものがそれに相当するというふうにご理解いただいていいと思

います。 

  計量管理に関する報告は、大変膨大なものでございまして、そこに示しましたように２０

０５年でいきますと、データ処理件数で３４万５，９１８というような件数がございます。 

  それから、５ページ目では保障措置の強化・効率化の流れのことをご説明しております。

先ほど言いましたように、イラクの秘密核兵器開発計画が発覚したということで、申告され

た核物質だけチェックしていればいいのかということで、保障措置の拡充・強化が１９９３

年から議論されまして、「９３＋２計画」といっておりますけれども、９５年にその検討結

果をＩＡＥＡ理事会が了承しております。その中には、既存の法的権限に入っているものが

ございます。それを早く実施してください。そして、新たな法的権限を追加しなければなら

ない事項につきましては、２年ほどの検討の結果、９７年の５月に、先ほど言いましたよう

に情報と場所への接近をより拡大する法的権限をＩＡＥＡに与えるモデル追加議定書という

ものが採択されております。その特徴は、未申告活動を探知するために、核物質の使用を伴

わないものも含めた核燃料サイクル関連研究開発活動について、ＩＡＥＡに対して関連情報、
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例えば原子力関連資機材の製造、例えば遠心分離機の回転胴をこれだけつくりました。ある

いは組み立てました。それから、それに関連する機器の輸出入情報、これをＩＡＥＡに提供

しております。 

  それから、原子力サイトにある原子力関連の施設は当然でありますけれども、そのほかの

全く関係ない、例えば更衣室とかトイレとか、怪しいと思われるところはそこも入ることが

できるという、そういうことができるようにしております。 

  それから、原子力施設だけではなくて、広範囲にサイト内外の地点から環境サンプルの採

取・分析をするというそういった権限を与えております。 

  さらには、査察官の指名手続きの簡素化、これは従来は対象国の担当査察官、この人をそ

ちらに送りたいけれどもいいかという一々受諾の手続が必要だったんですけれども、追加議

定書を批准した国においては理事会で査察官の指名を受けた査察官はいつでもその国に行け

るということであります。 

  それから、数次査証の発給、これは先ほどから抜き打ちということもありますが、当該国

に通知しないで査察をしようとしますと、ビザの申請をした途端にこの人は来るとわかりま

すので、あらかじめ数次査証を発給させておくというものでございます。 

  それから、最新の通信手段の利用、これはイラクのときに問題になったんですが、イラク

でＩＡＥＡ査察官が衛星通信を使おうとしたときに、イラク側がだめだと言ったというよう

なこともございますので、最新の通信手段は使えるようにしようということでございます。

要するに、その国の関与を介さないでいろいろなことができるということでございます。本

年８月現在ですけれども、１０９カ国が追加議定書に署名しております。我が国を初め、オ

ーストラリア、カナダなどで７７ヶ国、これにユーラトムも入りますけれども、発効してお

ります。我が国の対応といたしましては、追加議定書の発効につきましては、１９９８年１

２月に署名いたしまして、翌年の１２月、かなり早いピッチでこれを発効させております。 

  追加議定書の発効に当たりまして、追加議定書で規定しておりますＩＡＥＡに対する義務

を履行するための国内担保の措置を講ずるとともに、国内保障措置制度の整備を行うために、

具体的には民間活力を活用するということで指定保障措置検査等実施機関に査察の代行をさ

せるという規定を盛り込んだ原子炉等規制法の改正を行っております。 

  追加議定書の実施のところで、拡大申告の中身については、先ほどちょっとお話ししまし

たので省略いたします。その中では今後１０年間の原子力開発利用計画、ですから当然原子

力政策大綱というようなものも入ってくるものでございます。 
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  それから、補完的アクセスにつきましては、２４時間前の事前通告で施設の内外に立ち入

ることができますが、通常の査察の実施のときにあわせて立ち入りしたいというときには２

時間前の通告ですることになっています。 

  実施状況ですけれども、拡大申告につきましては、追加議定書の効力発生から１８０日以

内にＩＡＥＡに提供することということになっておりまして、２０００年の６月に、発効し

たのは１９９９年１２月でしたから、１８０日以内という期限内に出しております。その後

は、５月１５日までにアップデートをするということになっておりまして、２００５年末現

在の状況を申し上げますと、核物質を伴わない核燃料サイクル関連研究開発活動、国が関与

しているもの、国が資金提供しているもの等については１０９テーマある。原子力サイトの

関連情報で１４２サイトある。特定の原子力関連資機材の製造・組立、先ほど言いました遠

心分離濃縮機等でございますけれども、３８活動があるというものでございます。 

  しからば、ＩＡＥＡが補完的アクセスをどれほど実施したかということでございますが、

２０００年１１月に初めて実施されまして、昨年の１２月までに計１５３回実施されており

ます。 

  次に統合保障措置でございますが、先ほど統合保障措置の必要性もご説明しましたので、

ＳＡＧＳＩ指摘のところは省略させていただきます。 

  それから統合保障措置の構築の論理、これもなぜ削減ができるかというところは、先ほど

ご説明いたしましたので、これも省略させていただきます。 

  統合保障措置への移行でございますが、これは前提として拡大結論が得られた国、拡大結

論といいますのは、申告された核物質が転用されていない、これが第一要素でございます。

それから、第二要素としては、未申告の核物質がない、それから未申告の原子力活動を行っ

ていない、無いことの証明は難しいですから、そういった兆候が見られなかったということ

が確認できた国については、統合保障措置に移れるというものでございます。 

  統合保障措置のやり方につきまして、施設のタイプごとにこれまでモデルが決まっており

まして、研究炉・臨界実験装置、それから軽水炉、これはＭＯＸが存在するもの、存在しな

いもの、それからＣＡＮＤＵ炉、それから使用済燃料の乾式貯蔵、中間貯蔵施設、それから

燃料加工施設について、モデルができておりまして、これに従って統合保障措置が実施され

るというものでございます。 

  拡大結論が得られた国に順次統合保障措置が適用されているわけですけれども、これまで

はオーストラリアとかノルウエー、インドネシア、いずれも小規模な原子力活動の国に限ら
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れていたわけですけれども、一昨年の６月にＩＡＥＡ理事会におきまして、大規模な核燃料

サイクルを有する国として初めて我が国について拡大結論が得られました。これによりまし

て、その年の９月１５日から段階的に統合保障措置に移行するということがＩＡＥＡから通

報されております。 

  ２００５年度末までには２４カ国について拡大結論が得られております。 

  日本のほか、大規模な原子力活動を行っている国としては、カナダが統合保障措置に移行

するということになっております。日本の場合には、具体的には、２００４年９月からＭＯ

Ｘ燃料のない実用発電炉、それから研究炉・臨界実験措置、これは一部の施設を除いており

ますけれども、それから使用済燃料の貯蔵施設に対して統合保障措置に移行しております。 

  さらには、昨年の１月からプルサーマル用のＭＯＸ燃料がある発電炉、これについて統合

保障措置が適用されております。さらには、ウラン燃料加工施設についても統合保障措置へ

の移行が開始しております。 

  ８ページ移行は、追加議定書の主要内容、それからそれらがどのように原子炉規制法等で

担保されたか、あるいは保障措置検査の代行の規定についての記述でございますので、ご参

考までにお示ししております。 

  以上でございます。 

（近藤部会長）どうもありがとうございました。 

  以上、原子力基本法に定められている我が国の原子力の研究開発、利用活動は平和利用の

目的に限るとする方針を担保するためにどういう制度的枠組みが用意され、どんな活動がな

されてきているかということについて事務局で整理した資料の説明と内藤さんの保障措置の

説明をうかがいました。 

  事務局の資料は資料として十分じゃないんじゃないかと、この資料はいろいろな意味で議

論のベースになりますので、こんなこともあるんじゃないかとかいろいろ、これを充実する

観点からもご示唆をいただけたらと思っていますけれども、これはなんだというご質問でも

結構ですが、ご質疑をお願いしたいと思います。 

  私が気が付いたのは、二国間協定のことが事務局資料から抜けていて、全てＩＡＥＡに求

められ、あるいは任せてしまっている印象になっていること。実際には、二国間協定に縛り

があって、それがＩＡＥＡの活動によって代替されているわけで、その構造がきちんと説明

されていないと反省しています。どうぞ。 

（町委員）二、三教えてもらいたいんですが、まず我が国の保障措置制度について、ユーラト
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ム並みを確保するということを基本方針としてと書いてありますが、ユーラトム並みになる

ということは、ＩＡＥＡはユーラトムの査察を観察することを基本と書いてあるんですけれ

ども、日本の場合もそういう形に将来的にはなっていくというふうに考えているのか。 

  もう一つは、統合保障措置に日本が移行したというのは非常によかったと思うんですが、

それをＩＡＥＡが確定するまでに補完的アクセスというのを１５３回行ったと書いてありま

すが、かなり丁寧にやったわけですね。補完的アクセスの頻度はどうなるのか。例えば現在

統合保障措置になりましたけれども、これがずっと続くわけではなく、ＩＡＥＡとしては補

完的アクセスを繰り返し行うことによって、未申告なものはないということを確認する必要

があるんじゃないかと思うのですが、その辺の頻度はどのくらいになるのですか。補完的ア

クセスはかなりの仕事量になると思うんですが。 

  最後に遠隔監視における高度技術の利用は非常に大事なことだと思うんですが、具体的に

例えば宇宙衛星による情報をほかの国が宇宙衛星から得た情報をＩＡＥＡが使うのではなく

て、ＩＡＥＡが直接得た情報を活用していくというようなことは検討されているんでしょう

か。 

  ３つを教えていただきたい。 

（近藤部会長）内藤さんに答えていただく前にひとこと。私ども資料を用意するときに、一般

化原則とか、ＩＡＥＡ憲章の批准、ＮＰＴの批准に際しての国会の議論を書いているのは、

その際にこういう議論があったという紹介のつもりなんです。この政府答弁が一応その後も

政府見解になっていることが多いんですけれども、その見解がその後変わっているかどうか

のチェックは実はまだできていません。国会でのこの法案委員会審議のときに、中曾根さん

がこんなことを言ったのかとわかるように、その部分だけピックアップしたのです。けれど

も、その後その見解が変わったのかどうかについてはきちんと検査が終わっていません。ご

質問のユーラトムの問題も、そのときのユーラトムの姿を認識しつつ議論されたものだとい

うことをお忘れなく。内藤さんへのご質問は多分もっとあとの今日の状況を見ながらのもの

に思えますが、何と言っても、そのときはそういう状況における欧州の国と我々との平等性

ということを非常に重要視して情勢分析を行っていたために、日本は批准が若干おくれたわ

けです。そういうことがあったので、そのあたりの議論の記録を書いてみたんです。ここか

ら先は、内藤さんの方がプロだから、お願いします。 

（内藤専務理事）まず、ユーラトム並みということでございますが、私自身がそのときの当事

者でないので、これは伝聞で聞いているところなんですね。ですから、正鵠を欠いていると
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ころがあるかもしれませんが、私の理解では、ＮＰＴ、それからＮＰＴ保障措置協定を受け

るに当たって、やはり査察を受けるということは、ある意味ではいろいろな原子力活動に縛

りがかかる可能性があるんです。縛りというか制約ですかね、これがあるので、好ましくな

いという多分反対意見があったんだと思います。それに対してユーラトムといいますか、欧

州、当時ドイツですよね。原子力活動を盛んにやっている。あるいはイギリス、フランス、

核兵器国ではありますけれども、そういったところと比べても不利にならないんですよ。い

わゆる最恵国待遇は担保されるんですよという議論だったんだと承知しています。そのとき

に、ユーラトムは多国間ですから、ある意味では今のマルチラテラル核燃料サイクル構想に

もあるように、一国じゃなくて、多国間がやれば、クロスチェックがきいているから、核不

拡散、核拡散の防止に寄与するだろう。実はＩＮＦＣＩＲＣ／１５３というのはモデル協定

でありまして、それぞれの国によって一品料理といいますか、それぞれの国の状況に合わせ

た協定が別途あるわけです。それもＩＮＦＣＩＲＣ何番という名前がついておりまして、日

本の場合でしたらＩＮＦＣＩＲＣ／２５５というのがそういうものなんですけれども、ユー

ラトムとＩＡＥＡ、それから非核兵器国との間の保障措置協定では、議定書というのがある

んですね。これはモデルの１５３にはないところでありまして、そして日本も同様の議定書

を確保したわけです。それはユーラトムに書いてあることとほぼ同等である。日本は一国な

のにそれを書いているところは非常に特殊なんですけれども、それは日本の国内制度が実効

的であるということを条件として原則として日本の国内制度を観察することで行いますとい

うことであります。 

  ユーラトムについては、そういう規定があるんだけれども、実際にはずっと重複してやっ

ていたわけなんです。ですから、議定書の規定はあるけれども、実際にはユーラトムのある

時期まではＩＡＥＡの査察官も行くし、ユーラトムの査察官も行っていたんです。ところが、

ある時期でそれはやはり議定書の書きぶりと違うし、それから資源の節約という観点からど

うかという議論がありまして、ＩＡＥＡの査察官とユーラトムの査察官は個別にやりましょ

うと、別々の仕事をしましょう。それをお互いに融通し合って結論を出しましょうというこ

とになって、最近まで実施されていたというふうに理解しています。ただし、先ほど言いま

したように、ユーラトムの機能の見直しが行われているということは言いましたけれども、

１５カ国から２５カ国になったことで、財政的に、拡大した国まで同じようにやるというこ

とは非常に難しいということを予見していたわけですね、拡大する前に。したがいまして、

ユーラトムの保障措置の部分、核不拡散の部分での役割をもう少し吟味した方がいいんじゃ
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ないかということで、今までの１対１でやるということではなくて、もう少しユーラトムは

手を抜いてもいいんじゃないかという議論になりつつあって、ＩＡＥＡは困っているんです

ね、むしろ。そういう状況があります。日本はどうかというと、日本について言えば、一国

のシステムだと非常に難しいところがあるんですね。しかしながら、統合保障措置に移った

ことによって、統合保障措置の一つの要素としては、国のシステムに、かなり国の協力を得

るというところがございまして、したがいまして、将来的にはそういう日本の活動をどれだ

けＩＡＥＡが有効に使って議論できるか。ＩＡＥＡ自体も査察資源の制約というものはある

ものですから、そういった観点から今両者の間で具体的にどういうことが進められるかとい

うことの議論をしているところであります。 

  一番最初のご質問に戻ると、要するに、私の理解では国会での議論のときに、日本はユー

ラトム並みの権限と義務を負います。したがって、何ら世界的に見て大きな原子力活動をし

ている国として保障措置を受けるという観点から全く遜色のない枠組みにしますということ

を議論して承認されたんだと理解しております。 

  それから、２つ目の統合保障措置になれば、補完的アクセスは減るのか、増えるのかとい

うことでございますが、先ほど言いましたように、拡大結論というのは、その年ごとに出し

ていくんですね。ですから、２００４年に結論が得られたからもう未来永劫、日本は優等生

ということでお墨付きを受けたわけではなくて、その状況を維持していかなきゃいけないわ

けですね。 

  したがいまして、先ほどのご質問についてお答えすれば、補完的アクセス、これは何回来

るかというのはＩＡＥＡの判断ですから、減るとも増えるとも同じだとも言えないんですが、

ＩＡＥＡとしては前に出した結論と同じ程度の確信が得られる程度に補完的アクセスも実施

してくるだろうというふうに私は理解します。 

  それから、３番目、遠隔監視、ＩＡＥＡが専用の探査衛星といいますかね、そういったも

のを持つべきではないかという議論につきまして、やはりコストとベネフィットの問題だと

思います。それから、ＩＡＥＡ自体がインテリジェンシィを行う機関ではないですから、ま

たそういう機関になるということについてはいろいろ批判があると思います。単に検認をす

るというところでございますので、現在は商業衛星の画像を関心のあるところについて入手

して、それからまた過去のデータとの比較をすることで、衛星を利用しているというところ

が現状だと思います。 

（近藤部会長）ほかに。 
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  内藤さんのお話も含めて、極めてテクニカルな話になってしまったんですけれども、皆さ

ん、頭をリフレッシュされたのか、原子力委員の先生方も含めて、新たなインプットに接し

た感じかもしれないんですけれども。よろしゅうございますか。 

  それでは、とりあえずこういうようなアクティビティーがなされているということを前提

にしてというか、そういう状況を踏まえて今後の原子力政策の一つ、政策の重要な課題であ

る平和利用の担保ということに関して、昨年閣議決定いただきました原子力政策大綱がどう

いうことを基本方針にしているかをご紹介し、その観点から政策評価をするとすれば、どう

いう作業をしたらいいかということについて事務局から資料によりご提案をいただき、それ

についてご議論いただければと思います。 

  よろしくお願いします。 

（牧野企画官）それでは、資料第３号について御説明させていただきます。 

  ２ページ目でございますけれども、ただ今、部会長からお話がありました原子力政策大綱

ではどのような現状認識を平和利用の担保に関してしているのかということについて、資料

７ページの参考１で抜粋をしてございます内容をまとめさせていただいたものです。 

  我が国の基本方針としては、先ほど御説明がありましたとおり、世界の核兵器の全面的な

廃絶を目標に掲げるとともに、唯一の被爆国として非核三原則を堅持、原子力の研究、開発

及び利用を厳に平和の目的に限って推進するということが基本方針として示されているとこ

ろでございます。 

  国際的な枠組みへの参加ということについては、ＮＰＴに加入し、ＩＡＥＡと保障措置の

協定を締結するとともに、対応する国内保障措置制度を整備・充実しています。さらに、六

ヶ所の保障措置センターの整備などもしているということであります。 

  技術開発としては、日米再処理交渉における合意の条件の一つとして、核拡散抵抗性の高

い技術、混合転換技術などを開発して採用しています。六ヶ所再処理工場についても、採用

の予定です。 

  今後の方向性としては、国と事業者は、平和利用の堅持と国際約束・規範の遵守の重要性

を再認識し、さらに、実践する姿勢を国民や国際社会に明確に示していくことが重要である、

ということが現状認識として述べられているところでございます。 

  ３ページでございますけれども、原子力政策大綱では、基本的な取組の考え方としてどの

ようなことを示しているのかということについて、８ページの参考の２に抜粋しております

内容をまとめさせていただいたものでございます。 
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  まず、平和利用の原則の堅持ということ、それから、国際的な枠組みへの積極的な参加、

さらには、国内での意識の共有、広聴・広報、そして、国際社会に対する発信、これは我が

国の基本姿勢について発信をしていくということでございますが、そして、プルトニウムの

利用に関する情報の管理と公開の充実ということが基本的な考え方として示されているとこ

ろでございます。 

  実際の施策を実施しております関係行政機関としてはどのようなものがあるかというと、

４ページに示しております。今回、原子力政策大綱の２章の２－２「平和利用の担保」に示

された取組の基本的考え方が評価の対象になるということでございまして、それに関する実

際の施策を行っている関係行政機関等の取組状況を幾つか列挙してございます。保障措置の

関係では、文部科学省、さらに、事業者も関与しています。基本姿勢についての広聴や広報

については、文部科学省を始めその他関係機関。国際社会に対する発信については、外務省

など。さらに、プルトニウム利用に関する情報の管理、公開の充実については、私どもも取

りまとめをしておりますけれども、関係省庁や事業者。平和利用の担保に資する技術開発に

ついては、文部科学省や日本原子力研究開発機構などが実際に取り組んでいるということで

あります。 

  評価の対象は、平和利用の担保に関する主な取組です。その範囲として、核物質防護対策

が考えられますが、これは安全の確保として、前回までの政策評価部会で既に評価をしてご

ざいますので、核物質防護対策は今回の評価の対象からは外れます。 

  それから、国際的な取組という意味では、国際的な核不拡散体制の維持・強化ですかとか、

二国間、多国間、国際機関を通じての国際協力については、今回の評価範囲からは外して、

別途評価をしていく、どちらかといえば、今回は、国内の平和利用担保の取組を中心に評価

をしていくという整理をさせていただいております。 

  ５ページでございますが、評価の視点を（案）として整理させていただきました。 

  まず、国際的な枠組みに積極的に参加することにより、国内外の保障措置の厳格な適用が

確保されているかということについて見ていきます。我が国の基本姿勢については、国内で

意識を共有するための広聴・広報等の努力が行われているか。我が国の基本姿勢について、

国際社会に対して強く発信ができているか。そして、プルトニウム利用についての透明性確

保の観点から、情報の管理と公開の充実が十分に図られているか。さらには、平和利用の担

保に資する技術開発等、理解と信頼の向上を図る取組が進んでいるか。このような視点があ

ろうかと考えられます。 
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  評価の方法といたしましては、関係行政機関の取組状況の把握をした上で、関連する取組

が十分に成果を上げているか、又は目標を達成し得る見通しがあるかという検討が必要かと

思います。さらには、「ご意見を聴く会」を開催しまして、直接国民の意見を聴くというこ

とであります。それらに基づいて、大綱に示されている基本的考え方の妥当性を評価してい

くということが考えられると思います。 

  今後の予定ですが、本日の第７回の部会で初めて平和利用の担保に関する検討を行ってお

りますが、以後、第８回、第９回、と会を重ねた上で、「ご意見を聴く会」を開きまして、

第１０回の部会において報告書（案）についての議論をし、パブリックコメント等を経て取

りまとめに至ると、このような予定を取りあえず考えている次第でございます。 

（近藤部会長）ありがとうございました。 

  以上、ご提案申し上げるところでございますが、いかがでしょうか。 

  ４ページのところに書きました関係行政機関から、具体的にどんなことをやっておられる

か、それぞれの機関の自己評価を含めて、ご報告いただくのを次回以降やっていただくので

すが。ぜひこんなことについて聞くべきだというご提案をふくめて質疑をお願いします。 

（木元委員）ちょっとよろしいですか、本論から外れるかもしれませんが、今の４ページのと

ころの関係行政機関等の取り組み方で、それらはどう考えて、どのようなシステムでそれを

担保しようとしているのかというのは理解できるんです。一方で私はメディアにいましたか

ら気になるのかも知れませんが、メディアを通して見えるのは、これを主に政治家の一部、

あるいは平和国家主義者だからこそ防衛をちゃんとしなければいけないという団体、グルー

プ、そういうところから、今の日本の原子力の平和利用のあり方では物足りないということ

で、はっきり言って「核兵器を持つべきだ」という論がありますよね。これは政策の評価だ

から、そういう動きは入ってこないかもしれないけれども、そういう動きというのは無視で

きない部分であると思うので、そういう動きを私たちはどういうふうに念頭に置いておいた

らいいのか。 

  今度安倍さんが総理におなりになるとすれば気になることなのですが、１９９８年、イン

ド、パキスタンが核実験をやりました４年後ぐらいのときに、安倍さんが早稲田大学で講演

なさって、その中で日本は核兵器を持っても憲法に違反しない、ということをおっしゃった。

そのときの官房長官の福田さんも若干フォローしているんですね。当然かみついた方も大勢

いましたし、私もかみつきました。そのときは原子力委員会の定例会議でも発言はしている

んですけれども、原子力委員会としてはどうすることもできないということで、個人的見解
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を朝日新聞に載せました。ですから、我が国は平和利用への取り組みを一生懸命やり、シス

テムとしてはこうなっている、我が国の考え方はこうだと言っているけれども、一方で核兵

器の保有がまともに論じられる場合、それをどういうふうに頭の中に置いておいたらいいの

か、その辺をちょっと伺いたいなと思っていたんですけれども。 

（近藤部会長）どなたに伺う。 

（木元委員）広瀬さん、いかがですか。 

（広瀬教授）私もそれをちょっとさっきからご報告を伺っていて思っていたんです。というの

は、これは平和利用というものを大前提にしているんですよね。そのためにどういう措置が

とれるかということで、それは本当に日本の技術もすばらしいと思いますし、非常に政策的

にもきちっとしているというふうには思うんですが、私も海外のいろいろな会議に出ますと、

日本が核兵器を持つ可能性はどうかということをよく聞かれるんですよね。前は絶対ないと

言っていたんですけれども、最近ちょっと言いにくくなってきまして、特に例えば印米合意

のような事実がありますよね。結局、インドが核実験をして核兵器を持って、事実上認めら

れていて、何も失うものがなくて得してということですよね。そういうような国際的な流れ

の中で、日本が絶対に持たないということを大前提にして話を進めているだけでは、ただこ

の目的というのはそのことに基づいて何ができるかということだと思うんですが、そのあた

り私もちょっとどうするのかなとさっきから考えてはいたんですよ。ただ、これはこの委員

会の権限とはちょっと違うとは思うんですけれども、その辺をどういう前提で進めていった

らいいかということは、確かに一番重要なことではないかと思いますけれども。 

（近藤部会長）皆さんおわかりの上でおっしゃっておられるに違いないと思いつつ、皆さんが

おわかりになっているところを繰り返すわけですけれども、原子力基本法他の先ほどご紹介

申し上げた法体系は、国会がそう決めた。それをふまえて原子力行政システムがつくられて

いる。原子力委員会もその一つです。これらの機関は法律を通じて国会からというか、国会

から負託された業務、規定されているミッションを行わなければならないわけです。一方、

国会議員や国民が言論空間でどんな発言をしようと、それは個人の自由であって、国会議員

にしても、その発言が国民に受けなければ選挙で落ちるという自己責任の世界で覚悟しなが

ら発言されているわけです。 

  憲法には国会議員を含む公務員には憲法遵守義務が規定されているけれども、国会議員は

普通の国民と同様、憲法改正を議論できる、これが世の中の仕組みです。しかし、行政機関

である原子力委員会は、原子力基本法や設置法に書いてあること以外のことに口を出しては
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いけません。現在ただいまで言えば、委員会の使命は、閣議が原子力政策大綱を日本の原子

力の研究開発利用推進の基本方針と決定したところ、それに基づいて行政評価をしていくこ

とに尽きると思います。 

（広瀬教授）そのことはちょっと虚しさを感じるといいますか、それで今度世論、あるいは国

会なんかで核兵器を持つべきだという意見が出てきたときに、こういう努力が意味がなくな

ってくるというふうに考えると、ちょっと寂しい気がするんですね。 

  それから、もう一つＮＰＴについてはどこか別で扱うということですか。先ほどここでは

扱わないというふうにおっしゃいましたが。 

（近藤部会長）国会の民主統制に従う行政組織であるということです。それから、平和利用に

ついては、原子力政策大綱の２章にあるのですが、資料１にありますように、５章には国際

的取組の基本方針が定められています。この２つで国内と国際の平和利用にかかわる基本方

針を述べているのです。で、今日の資料の平和利用でカバーしているのは、国内の活動、平

和の目的に限るというところを担保している活動です。ＮＰＴの機能については、自ら保障

措置を受け入れる義務と、そうしている国とのみ、おつき合いするという世界をつくってい

るという両面がありますが、ここでは、国内の平和利用の部分に関して、このシステムにつ

いてきちんとしているかどうかの議論で切っているんです。日本から出ていったものがどう

かという問題は、ＮＰＴ、つまりＩＡＥＡのセーフガードを受け入れている国以外には出さ

ないという約束も含めて、ＮＳＧ、Ｎｕｃｌｅａｒ Ｓｕｐｐｌｉｅｒ Ｇｒｏｕｐのガイ

ドラインの世界です。その取組は５章の方に書いてあり、今回のスコープに入っていないん

です。こうやって国内と国際を分けて議論していいかというのは実は悩みでして、大綱はそ

ういう組み立てになっているので、順序としてはまず国内でしょうけれども、ばらばらでい

いかな、どうしようかなと思っているんです。で、とりあえずこの１１月末までの予定につ

いてはそういうことでご議論いただくことにして、この５章の部分についてもこの政策評価

部会で議論するのは間違いないのですが、５章だから後だということでいいか、国内、国際

まとめて始めて説明可能ではとか、皆さんにせっかくおつきあいいただき始めたので、引き

続きこのメンバーで続いて第５章もやっちゃうかと、お仕事ふえちゃいますがという考え方

もあると思います。それは、ちょっと検討中です。重要な課題だという認識は持っておりま

す。 

（町委員）ちょっと今とも関連が若干あるんですが、確かにこれは国内の話が中心になること

は違いないんですけれども、この基本方針の中に全面的な核廃絶、つまり核兵器の全面的な
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廃絶を目標に掲げるということがこの基本目標にありますね。これはこの前のニューヨーク

であったＮＰＴの再検討会議でもこの辺が非常に難しくて、結局中身のある結論に至らなか

ったという問題もありますけれども、日本としてはこういう目標を掲げている以上は核軍縮

というものをより進めていくというような、これも発信という語句もわからないですけれど

も、外務省が所管でしょうが、そこについてはここでは全く議論というか、評価はなされな

いわけですね。国内問題とはちょっと違うと思います。 

（近藤部会長）今申し上げましたように、大綱の４８ページの一番頭に我が国は核兵器のない

平和で安全な世界の実現のために、核軍縮外交を云々というところから始まっていますので、

この問題も５章の国際的取組の議論のところで、我が国の核軍縮外交についての活動につい

て評価をいただくのかなと思っています。 

（前田委員）私は今の委員長のご説明でいいと思うんですけれども、ただ平和利用というと、

今も既にいろいろ議論があったように、一般の方たちは国内の平和利用だけじゃなくて、世

界的な核軍縮とか何とかということがすぐ頭に来ると思うんですね。 

  それで、これからこの政策評価部会で議論を進めていって、いずれパブコメにかけてとい

う段階に来るわけですけれども、そういう段階に来るたびに恐らくそういう意見がいろいろ

出てくると思うんですね。だから、幸いきょうは相当この点について議論をしたんだし、そ

ういうこの政策評価部会として、こういう考え方でこういうふうに切り分けをしましたと、

そしてこの議論は今後この部分について、国内の平和利用の部分についてやるんですという

ことを皆さんによくそういう方針がわかるようにする必要がある。報告書にしろ、何にしろ、

そういうことをまずわかるようにきちんと書いておく方がいいような気がします。そうでな

いと、これは何か同じ議論が再度、再度と蒸し返されるんじゃないかという気がします。 

（近藤部会長）はい。さきほど申し上げたように、事務局からの提案のように国内、国外と分

けて時間をずらして評価するのがいいかという問題があると。しかし、これについては、そ

ういうご質問を想定して、ちゃんと評価のスコープと全体像を明示して、今回はこういうこ

とですよと説明してご意見を伺うということでやっていかねばならない、おっしゃったとお

りきちんとやらなきゃならないと思っています。ただ、どうせまとめるなら、２つ合わせて

まとめて評価した方がわかりやすさという点で優れているというご意見も全く真っ当なご意

見と思います。例えば、第１部国内、第２部国際ということでやって、両方を併せた報告書

を作成するというのもあり得るかなと。 

  第１部だということでご意見を聴く会をやっても、話題や関心は国際に集中して国内の議
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論が薄まることになりかねないということも予想せよということでしょうけれど、他方で両

方を一緒にして、国際協力とかＩＴＥＲのプロジェクトはどうかという話までも一緒にした

ところ、議論がほとんど手前に固まってしまうというのもまたもったいない話。そういう意

味で実効性を考えると、ここはこれでまとめて、そういう断りをしつつ、国民の皆さんと対

話をするということもあっていいのかなとも考える。何がベストかわからないんですけれど

も、とりあえずは、ステップバイステップでやるということを明確にご理解いただきながら

評価作業をしていく。そこまでは、そんなに間違っていないんじゃないかと思うんですけれ

ども、広瀬先生、そんな理解で進めることでどうですか。 

（広瀬教授）そうですね。国際的な部分はかなり大変だろうとは思いますね、まとめるのもい

ろいろな状況を考えますと。 

（齋藤委員）関連して、私もこの課題を取り上げたときに、どこで線引きをするかということ

を私なりにも考えてみましたけれども、今お話に出たような核実験の禁止とか核兵器の開発

の禁止、さらに、我が国としては核軍縮、あるいは核廃絶にいくべきであるということを言

っているのですが、外務省としては毎年そういうことはずっと言い続けているという話も聞

いておりまして、その先何ができるのかという問題になる訳です。 

  それから、核不拡散の問題も含めて先ほど広瀬先生の方からお話がありましたアメリカと

インドとの原子力協力協定ですが、今、どちらの側でももめているところですね。これがす

んなりといくかどうか、見守っていく必要があろうと思います。 

  また、一部では日本もインドと原子力の協定を結んで、いろいろと協力していくべきでは

ないかという話も多々聞いておりますけれども、その突き当たるところが核不拡散の問題で

あり、インドの核実験、あるいは核兵器の所有を日本は認めるのかと、そういう議論が当然

出てくるので、これは下手すると私は延々と泥沼に入るんではないかという感じがしており

ます。そこで今回は、先ほど委員長の話もありましたように、極めて国内に限定した平和利

用の確保というところで、閉じさせていただいた方がまとまるのではないかと思っておりま

す。 

  それから、今後議論する議題としては、今紹介があったところかなと私は思いますが、Ｉ

ＡＥＡの保障措置及び国内保障措置の適用状況について、文部科学省あるいは事業者等から

お話を伺う際に、実際に受ける側として、より合理的な方法が考えられるならばそういうも

のも提案してくださいというのも宿題にしてご意見を伺ったら如何かと思います。 

  以上です。 
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（近藤部会長）ありがとうございました。 

  別に泥沼になるからやらないということですが。 

（齋藤委員）泥沼と言う表現は適切ではなく、多面的に錯綜しているので別途と言うことで。 

（近藤部会長）ほかに何か。 

（浅田代表）素人というか、一般国民的な感情からいくと……。 

（近藤部会長）ほとんどみんな素人ですから。 

（浅田代表）しかし、もうちょっと極めていらっしゃる方々で。 

  といいますと、漠然と平和利用といったときに、国際的との関連は切り離せないというか、

むしろそちらの方が、対国際的にという方が強いと思ってきました。ですので、今の皆さん

のご議論を伺って、なるほどそうやって最初に大前提を前に持ってくるということで納得で

きるように思いました。 

（近藤部会長）ありがとうございました。 

  お言葉を返すようで恐縮ですが、少なくとも、国際社会においては日本がこういう措置を

講じておるということがあって始めて、二国間協定等で、例えば海外からウランを買えたり

しているわけです。これがなかったら日本で原子力発電はできないんです。だから、これの

インポータンスは極めて大きいんです。余り身近で、かつ当たり前なものだから、そこのと

ころがなかなか意識されていないんですね。こういうことをちゃんとやっていることでもっ

て、原子力国際交易やさまざまな国際協調の場で日本が大きな顔をしていられると、そうい

うことじゃないかと、私は思っているのですが、内藤さんはどういうふうに感じておられま

すか。ご自分の仕事を自慢してということではないのですが。 

（内藤専務理事）おっしゃるとおりだと思います。我が国が平和利用に徹している、それが毎

年ＩＡＥＡで保障措置実施報告書なり、保障措置声明で評価されているということが円滑に

いろいろな原子力資機材が我が国に入ってきて、そして原子力の平和利用が継続して行えて

いるという、そういうまさに証左だと思うんですね。ですから、仮に疑念が生じたり、もち

ろん政治家がいろいろなことを言うことは自由だと思うんですけれども、それに裏打ちされ

るようなことが起こっているとすると、ＩＡＥＡの情報解析というのは公開情報も全部見て

いますから、もちろんそういったマスメディアでの報道も入って評価しているわけですけれ

ども、しかし実際に現場に立ち入ったり、あるいは補完的アクセスで調べたり、そういうこ

とによって、原子力委員会が判断しておられる基本的な方針と齟齬がないということが検認

されているわけですよね。そういう意味では、非常に平和利用に徹しているという姿を見せ
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る、身をもって示すということが非常に重要だと思います。 

（浅田代表）先ほどの発言につけ加えて、むしろ若者なり一般の国民が、国内が平和利用に徹

しているということに余り関心を示していないというか、認識していないということがあり

ますので、そういう意味で平和利用というと国際的というふうに思ってしまいがちというこ

とです。国内に焦点を当ててということに意義がないという意味ではありません。 

（近藤部会長）すみません。私がちょっと勝手な解釈で話題を拡散させてしまいました。 

（浅田代表）言葉が足りなかったかもしれません。 

（広瀬教授）一つお聞きしたいんですが、日本は技術的にも非常に高いですからこれだけのこ

とが、私は余り細かい技術的なことは全然わからないんですけれども、これだけのことがで

きるんだと思うんですけれども、例えば海外と比べた場合、日本の現在行っていることとい

うのはどういう評価に、ドイツあたりですとユーラトムがあるので、ちょっとまた状況が違

うかなと思うんですが、例えばカナダとかオランダとか、割合技術が高くてというところと

比べた場合に、この日本の行っていることというのはどのように自己評価なさいますか。 

（内藤専務理事）ちょっとご質問の趣旨がよくわからないんですが、保障措置の技術レベルが

高いかどうかということでしょうか。 

（広瀬委員）技術レベルと内容的に見て、説得力といいますか、そういう点で例えば日本は最

高ランクか、あるいはもっとほかの国と比べた場合にここのところはちょっと緩いとか、そ

ういうような部分というのはあるんでしょうか。 

（内藤専務理事）追加議定書を批准した時期が違うので、日本が最初だから、カナダが後だか

ら、ドイツがまだだということでは一概には評価できないと思うんですけれども、しかしそ

ういった中にあって、日本が非常に努力してきたということが１９９９年に批准して、拡大

結論が出たのが５年ぐらいかかるわけですよね。そういうことからすると、ほかの国も徹底

的にＩＡＥＡは調べますから、慎重であるわけですね。お墨つきを与えたとたんにぽろっと

昔の変なのが出てきたということでは困ります。韓国では、追加議定書に入ったとたんにそ

ういうことがありました。そういうことからすれば日本は過去の経緯も調べた上で、特段変

なことをしていないという部分の結論が得られたわけで、しかも大規模の核燃料サイクル活

動をしている国としては、いち早く得られたという意味ではそれなりの評価はされていると

思うんですが、ただカナダ、日本、あるいはドイツ、ユーロアトムの非核兵器国、ベルギー

とかオランダとか、それで採点表があって、甲乙丙丁が、あるいは５、４、３、２、１が、

優良可がついているわけではないです。 
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（前田委員）ちょっと関連していいですか。とは言いながら、日本の核不拡散、保障措置的な

面ではレベルが非常に高いというふうに評価されていると我々は思っているんですけれども、

日本がＮＰＴを批准したのが７６年ですよね。そのときには既に原子力発電は始まっていた

わけだし、もちろんそれ以前の日米協定等の二国間協定でもっていろいろ保障措置をかけら

れていた部分もあったんですけれども、この７６年にＮＰＴに入って、そしてさっきの話で

ユーラトム並みということを勝ち取ったという話なんだけれども、ということは７６年にＮ

ＰＴに入った当時から、日本の国際的な評価は高かったと考えられるんですか。それともＮ

ＰＴに加盟して、日本がいろいろと技術面、その他制度面で努力をして今まで来たと、こう

考えるのか、ちょっと素人的な質問ですが。 

（内藤専務理事）いわゆる原子力産業活動としてのレベルがどうかというお話であれば、日本

はＮＰＴ批准当時にいろいろな原子力計画があって、かなりの水準に達していたということ

はあり得ると思うんですけれども、こと保障措置の実施についてどうかということになると、

我が国はもちろん再処理施設だとかプルトニウム加工施設とか、そのほか、他の国に同様な

ところがあるんですけれども、非核兵器国でそういうことをやっているという国はそうない

わけですね。例えば、ＭＯＸ工場について言えばドイツにあったわけですけれども、結局そ

れは畳んでしまった。それから、非核兵器国ではベルギーにあるわけですけれども、そうい

った点から言うと非常にたくさんやっているところでどうかという議論だと優劣というのは

あると思うんですけれども、そもそもそういうところでは少ないわけですね。 

  そういうところでそうすると絶対評価でどうかということになると思うんですけれども、

絶対評価から言えば日本がプルトニウム燃料を使う工場、あるいは再処理施設でもそうです

が、その保障措置というのは非常に難しいわけですよね。転用があるかないか、先ほど言い

ましたように適時性目標も非常に短いわけですよね。そうすると、査察頻度が大きい。それ

から、自動工程化されていますから、核物質を閉じこめなきゃいけないという意味でですね。

そうすると、査察官が直接アクセスできない。そうしますと、遠隔的に検認をしなきゃいけ

ない。そういった意味での技術開発を日本がしてきているわけですよね。そういう意味では、

非常に技術のレベルが高いということを言うこともできますし、そしてまた先ほどの東海再

処理の日米交渉のときにも示されたように、ニーズがあったからにしてもとにかく技術開発

というものを非常に優先して、運転が可能なように共沈法、混合転換をやるとか、そういっ

た技術開発を進めていったということは非常に高く評価されていると思います。 

  それから、施設者自体が自分の施設を新しい保障措置技術、あるいは手法のテストベッド
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として提供して、そしてそれが実際にＩＡＥＡが使えるものにしていくという、そういう非

常に協力的な立場、もちろんそれは政府の指導、文部科学省等の指導もあるわけですけれど

も、施設者側の積極的な協力といいますか、もちろん財政的な負担もあるんですけれども、

そういったこと、あるいは先ほどこれ以外にエレメントはありませんかねと言われたときに

ちょっと言いたいなと思ったのは、要するに事業者が保障措置に協力するということは、非

常に自分のためにもなるんだというマインドが、安全と同じように成立するんだということ

がだんだん浸透してきているんですよね。私が保障措置課の補佐になったころには、まだ保

障措置は必要悪だと、そういう感じがあったわけです。 

  しかし、安全もとにかく安全の向上を図ることによって事業が進むんだということが今だ

れでも認識している、同じようなことが保障措置、核不拡散、そういうことをしっかりやる

ことが原子力の遂行に役立つんだという、そういう草の根レベルでの認識といいますか、そ

ういうものが非常に重要じゃないかなというふうに思います。前田先生のご指摘とは答えが

ちょっとちぐはぐになっていますけれども、そんなことを感じています。ですから、一言で

言えば、日本は技術開発の面でも非常に努力しているということができると思います。 

（前田委員）今のは非常にいいお話だったと思います。ありがとうございます。 

（内藤専務理事）実際には今年の春だったと思いますが、ＪＡＥＡが核不拡散科学技術の国際

シンポジウムをやったんですよね。そのときにＩＡＥＡの保障措置局の担当の事務局次長、

ナンバー２ですけれども、ヘイノネンという方が来られ、実際に日本がＩＡＥＡの保障措置

技術開発に対して非常に積極的に協力しているということに対する感謝の辞を述べておられ

ましたので、それは非常にＩＡＥＡも高く評価していると。 

（田中教授）私も全くのど素人で参加しているので、ちょっとコメントだけ言わせていただき

ますけれども、私は２８年間日本を離れて、外から日本を見ていたわけなので、この中の政

策評価の視点という中にあるんですけれども、国際社会に対しての発信という、これも日本

というのは非常に下手な国だなということをつくづく考えていたという一つのポイントなん

です。 

  それと、もう一つはこの中の２番目にある国内に対する広聴・広報、プロパガンダという

のが出ていますけれども、これに関しましても私もしばしば日本に戻ってきて感じるんです

けれども、若干ここにおられる方に差し障りがあるかもしれないけれども、いわゆる役人と

いうか、公の官の人たちというと、本来は外国においてはパブリック・サーバントという、

公のしもべということを我々は感じていたんですけれども、こういう広報とか何とかという
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のを我々は日本で見ていると、どうしてもトップダウンみたいな、お上の発令というような、

私は言い方が非常に悪いですけれども、そういうのを外と中としょっちゅうしているときに、

これだけじゃないんですけれども、いろいろなところで感じているので、今回この中に出て

いるところで２つほど感じられるものは、日本というのは非常にドメスティックな社会で、

外に対する発信というのが非常に下手で随分損をしているなということ、それともう一つは

国の中での官のあり方というか、それはもちろん趣旨は違うんでしょうけれども、外から来

てたまにぱっと見ると、何かお上という感じを非常に強く受けると。ちょっとつまらないコ

メントですけれども。 

（近藤部会長）ありがとうございました。ご指摘の２つは原子力委員会の主要テーマなんです。

ばっちり言われたという感じがします。それぞれに努力をしています。でも、やはり３０年

間全然変化しない、一貫して悪いということなのか、多少改善が見られるとぐらい言ってく

れてもいいのかなと思うところもあるのですけれども、それは、これから当事者からご説明

申し上げて、当事者の説明を聞いて、まだまだだめと言っていただいてもいいし、少しは変

わってきているのかなと評価していただけるか、この辺はこれからの楽しみということにさ

せていただきます。 

  ありがとうございました。 

  ほかに。 

（町委員）さっきの内藤さんと広瀬先生のコメントで、日本は優等生という話がありました。

私がＩＡＥＡに勤務していたときに、日本のマフの問題がありました。つまり核燃料物質の

測定の誤差が出てきまして、ＩＡＥＡの中で議論になったことがあったんです。数日前に原

子力委員会がお聞きした、プルトニウムの管理状況のレポートを見ると、アンノウンの量が

非常に減っているんでね。こういう測定精度等が数年の間に日本の努力によって、非常に改

善されてきているので、日本の核物質の計量は進歩しているとは思うんですが、こういうも

のは絶えず努力をしていく必要があります。この前もＩＡＥＡのハイノウネン事務次長さん

と会ったんだけれども、これは日本だけの問題じゃなくて、世界全体の核査察の技術がさら

に改善されていかなきゃいけないということを強調して言っていますので、そういう意味で

検認技術はまだ完成したものじゃなくて、改善するべきもので、それに対して日本が貢献し

ていくということは日本の国際貢献としても極めて重要だし、日本のためにも更に透明度を

高めるということは必要なことなので、これは私も一つの大きな課題だと思いますね。 

（内藤専務理事）今のことは非常に重要で、優等生だ、優等生だって自慢していたら、いろい
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ろ、安全の面でもありましたよね。セルフ・コンプレイセンシーというのは厳に戒めるべき

でありますし、おっしゃるように常に努力して上を目指すということが重要だと思います。 

（近藤部会長）ありがとうございました。 

  すでに、報告書の最後の結論、提言に使えることをお話しいただいたようにも思いますが、

きょうは始まりまでございますので、きょうはこのぐらいにさせていただきます。 

  それでは、よろしければ今最後の資料３でご説明申し上げましたようなスケジュールで今

後会合を持ちたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

  事務局から何か。 

（中島補佐）今、部会長からありましたけれども、今後の予定ですけれども、次回の政策評価

部会につきましては９月の下旬から１０月上旬にかけて開催したいと思っています。多分、

１０月に入る可能性が高いかと思っております。日程につきましては、追って調整させてい

ただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

（近藤部会長）お集まりの方で何かご発言ありますか、よろしゅうございますか。 

  それでは、今申し上げましたようなことで次回日程調整から始めさせていただきますので、

よろしくお願いいたします。 

  きょうは本当にお忙しいところ、貴重なご意見をいただきました。これにて終わらせてい

ただきます。 

－了－ 

 


